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二

は
　
し
　
が
　
き

　
解
放
前
の
旧
中
国
社
会
は
、
基
本
的
に
は
「
半
封
建
・
半
植
民
地
社
会
」
で
あ
り
、
外
国
帝
国
主
義
と
国
内
の
封
建
的
地
主
勢
力
の
支

配
の
下
に
、
中
国
の
民
衆
は
、
き
わ
め
て
苦
し
い
生
活
を
強
い
ら
れ
、
権
利
自
由
を
奪
わ
れ
て
い
た
。
民
衆
の
頭
上
に
重
く
の
し
か
か
る

封
建
主
義
・
帝
国
主
義
・
官
僚
資
本
主
義
の
「
三
つ
の
大
き
な
山
」
を
払
い
の
け
る
こ
と
が
、
中
国
革
命
の
基
本
的
な
課
題
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
課
題
の
達
成
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
長
期
に
わ
た
る
闘
争
・
戦
争
の
過
程
を
必
要
と
し
た
。

　
そ
う
し
た
中
で
、
中
国
共
産
党
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
解
放
勢
力
、
人
民
政
権
の
前
に
、
具
体
的
な
政
治
的
経
済
的
思
想
的
の
諸
課
題

が
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
経
済
面
で
は
、
反
帝
国
主
義
・
反
封
建
主
義
の
新
民
主
主
義
革
命
の
三
大
経
済
綱
領
と
し
て
、
土
地
改
革
、

官
僚
資
本
の
没
収
、
民
族
資
本
の
保
護
が
明
確
に
さ
れ
る
の
は
、
第
三
次
国
内
革
命
戦
争
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
（
「
当
面
の
情
勢
と

わ
れ
わ
れ
の
任
務
」
一
九
四
七
年
一
二
月
）
。
外
国
資
本
の
国
有
化
は
、
こ
の
三
大
経
済
綱
領
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
い
ず
れ
は
提
起
さ

れ
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
こ
れ
ら
の
資
本
主
義
的
要
素
に
対
し
て
、
人
民
政
権
は
、
一
般
的
に
言
っ
て
、
官
僚
資
本
に
は
没
収
政
策
を
、
ま
た
民
族
資
本
に
は
は

じ
め
は
保
護
育
成
政
策
を
、
そ
し
て
新
中
国
に
入
っ
て
利
用
・
制
限
・
改
造
政
策
を
と
る
。
外
国
資
本
に
つ
い
て
は
、
枢
軸
国
資
本
で
あ

っ
た
か
、
そ
れ
と
も
同
盟
国
資
本
で
あ
っ
た
か
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
、
前
者
に
対
し
て
は
没
収
政
策
を
、
後
者
に
対
し
て
は
、
当
初
監

督
取
締
り
を
行
な
い
、
新
中
国
に
な
っ
て
か
ら
国
有
化
を
実
施
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
国
有
化
の
達
成
順
、
つ
ま
り
、
官
僚
資
本
、
外
国
資
本
、
民
族
資
本
の
順
に
、
そ
れ
ら
の
国
有
化
過
程
と
特
徴
を
考
察
す
る
で



あ
ろ
う
。

　
な
お
、
筆
者
の
こ
れ
ま
で
の
国
有
化
に
関
す
る
論
稿
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
本
稿
は
こ
れ
ら
を
べ
ー
ス
に
し
て
い
る
。

　
官
僚
資
本
関
係
ー
＠
「
官
僚
資
本
の
没
収
法
令
に
つ
い
て
」
『
（
法
研
論
集
』
五
号
）
、
⑥
「
官
僚
資
本
国
有
化
の
法
的
構
成
」
（
『
現
代

中
国
』
四
八
・
四
九
合
併
号
）
、
＠
「
現
代
中
国
に
お
け
る
国
有
化
問
題
」
（
儀
我
壮
一
郎
編
『
現
代
企
業
と
国
有
化
間
題
』
所
収
）
。
こ

れ
は
＠
を
改
題
を
し
た
も
の
。

　
外
国
資
本
関
係
1
＠
「
在
華
外
国
資
本
の
国
有
化
」
（
『
社
会
主
義
法
研
究
年
報
』
三
号
）
、
⑥
「
中
国
に
お
け
る
外
国
資
本
の
国
有
化
」

（
『
比
較
法
研
究
』
三
九
号
）
、
＠
⑥
と
同
タ
イ
ト
ル
で
＠
を
改
題
の
上
若
干
の
補
足
を
行
な
っ
た
も
の
（
井
上
清
・
儀
我
壮
一
郎
編
『
転

換
期
の
「
多
国
籍
企
業
」
』
所
収
）
。

　
民
族
資
本
関
係
ー
＠
「
民
族
資
本
家
の
生
産
手
段
所
有
権
に
つ
い
て
」
（
幼
方
直
吉
編
『
現
代
中
国
法
の
基
本
構
造
』
所
収
）
、
⑥
「
中

国
民
族
資
本
の
保
護
育
成
と
社
会
主
義
的
改
造
」
（
『
比
較
法
学
』
八
巻
二
号
）
。

　
以
上
の
研
究
に
あ
た
っ
て
は
、
儀
我
壮
一
郎
教
授
の
諸
著
作
、
と
り
わ
け
『
現
代
中
国
の
企
業
形
態
』
、
『
中
国
の
社
会
主
義
企
業
』
よ

り
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。

官
僚
資
本

O
　
没
収
の
理
論
と
政
策

官
僚
資
本
主
義
と
の
闘
争
が
明
確
に
な
る
の
は
、
抗
日
戦
争
終
結
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

当
初
は
、
「
官
僚
資
本
を
取
り
締
ま
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

（
「
連
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合
政
府
論
」
一
九
四
五
年
四
月
）
と
か
「
官
僚
資
本
の
発
展
を
防
止
す
る
」
（
「
和
平
建
国
綱
領
」
一
九
四
六
年
一
月
）
と
す
る
よ
う
に
、

官
僚
資
本
が
巨
大
な
も
の
に
な
り
、
人
民
の
生
活
を
圧
迫
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
没
収
を
明
示
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
抗
目

民
族
統
一
戦
線
の
強
化
が
第
一
義
的
課
題
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
抗
目
戦
争
終
了
直
後
は
広
汎
な
統
一
戦
線
に
も
と
づ
く
国
民
党
と
の

ね
ば
り
強
い
和
平
交
渉
の
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
陳
伯
達
『
中
国
四
大
家
族
』
（
一
九
四
六
年
一
〇
月
）
、

許
源
新
『
官
僚
資
本
論
』
（
一
九
四
七
年
七
月
）
が
出
さ
れ
、
官
僚
資
本
の
没
収
に
よ
っ
て
新
中
国
の
物
質
的
条
件
を
準
備
す
る
と
い
う

考
え
方
が
深
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　
一
九
四
六
年
七
月
、
全
面
的
な
国
内
戦
争
に
及
ん
で
後
、
解
放
軍
の
基
本
政
策
の
一
つ
と
し
て
、
「
蒋
介
石
、
宋
子
文
、
孔
祥
煕
、
陳

立
夫
兄
弟
な
ど
の
四
大
家
族
お
よ
び
そ
の
他
の
主
要
な
戦
犯
の
財
産
を
没
収
し
、
官
僚
資
本
を
没
収
し
、
民
族
工
商
業
を
発
展
さ
せ
、
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

働
者
・
職
員
の
生
活
を
改
善
し
、
被
災
者
と
貧
民
を
救
済
す
る
」
（
「
人
民
解
放
軍
宣
言
」
一
九
四
七
年
一
〇
月
）
と
し
、
官
僚
資
本
の
没

収
が
明
確
に
さ
れ
た
。

　
そ
の
後
の
「
当
面
の
情
勢
と
わ
れ
わ
れ
の
任
務
」
（
一
九
四
七
年
二
一
月
）
に
は
、
「
官
僚
資
本
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
そ
の
形
成
、

規
模
、
性
質
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
蒋
、
宋
、
孔
、
陳
の
四
大
家
族
は
、
か
れ
ら
が
権
力
を
に
ぎ
っ
て
い
た
二
〇
年
間

に
、
す
で
に
百
億
ド
ル
な
い
し
二
百
億
ド
ル
に
た
っ
す
る
巨
大
な
財
産
を
か
き
あ
つ
め
、
全
国
の
経
済
動
脈
を
独
占
し
た
。
こ
の
独
占
資
本

は
、
国
家
権
力
と
ひ
と
つ
に
結
び
つ
い
て
、
国
家
独
占
資
本
主
義
と
な
っ
た
。
こ
の
独
占
資
本
主
義
は
、
外
国
帝
国
主
義
、
自
国
の
地
主
階

級
お
よ
び
旧
式
富
農
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
、
買
弁
的
・
封
建
的
・
国
家
独
占
資
本
主
義
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
蒋
介
石
反
動
政
権
の
経
済

的
基
礎
で
あ
る
。
…
…
こ
の
国
家
独
占
資
本
主
義
は
、
抗
目
戦
争
の
期
間
お
よ
び
日
本
降
伏
後
に
頂
点
に
た
っ
し
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
新
民
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主
主
義
革
命
の
た
め
に
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
物
質
的
条
件
を
準
備
し
た
。
こ
の
資
本
は
、
中
国
で
は
ふ
つ
う
官
僚
資
本
と
よ
ば
れ
て
い
る
」
。

　
こ
の
中
で
、
買
弁
的
封
建
的
国
家
独
占
資
本
H
官
僚
資
本
は
、
「
新
民
主
主
義
革
命
の
た
め
に
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
物
質
的
条
件
を
準
備

し
た
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
従
来
の
文
献
に
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
中
国
社
会
主
義
の
物
質
的
基
礎
の
創
造
を
展
望
し
て
い
る
点
か
ら

み
て
、
こ
こ
に
官
僚
資
本
の
没
収
理
論
が
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
理
論
の
確
立
に
は
、
当
時
の
中
国
の
た
ち
お
く
れ
た

経
済
条
件
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
民
主
主
革
命
の
消
滅
の
対
象
は
封
建
主
義
と
独
占
資
本
主
義
、
地
主
階
級
と
官
僚

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
（
大
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
）
だ
け
で
、
資
本
主
義
一
般
で
は
な
く
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
上
層
や
中
位
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
は
保
護
育
成
の
対
象
に
な
っ
た
。

　
こ
う
し
た
理
論
を
基
礎
と
し
て
、
官
僚
資
本
の
没
収
が
具
体
的
に
進
行
し
た
。
は
じ
め
は
「
人
民
解
放
軍
宣
言
」
の
一
般
的
規
定
に
も

と
づ
い
て
没
収
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
実
施
の
過
程
で
混
乱
が
生
じ
、
没
収
の
対
象
で
あ
る
官
僚
資
本
の
範
囲
を
明
確
に

す
る
必
要
性
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
「
官
僚
資
本
と
ほ
ん
と
う
の
悪
覇
、
反
革
命
分
子
の
工
商
業
だ
け
」
を
没
収
し
、
ま
た
、
「
没
収
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

き
工
商
業
の
う
ち
、
国
民
経
済
に
有
益
な
も
の
は
す
べ
て
」
営
業
を
続
廿
さ
せ
る
と
し
た
（
「
当
面
の
政
策
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
重

要
問
題
に
つ
い
て
」
一
九
四
八
年
一
月
）
。
ま
た
、
「
中
国
人
民
解
放
軍
平
津
前
線
司
令
部
布
告
約
法
八
章
」
一
九
四
八
年
一
二
月
）
は
、

「
官
僚
資
本
を
没
収
す
る
」
と
し
て
、
民
主
政
府
に
よ
る
接
収
の
範
囲
を
「
国
民
党
反
動
政
府
が
経
営
す
る
工
場
・
商
店
・
銀
行
・
倉

庫
・
鉄
道
・
郵
便
・
電
報
・
電
燈
・
電
話
・
水
道
等
」
と
具
体
的
に
列
挙
す
る
と
と
も
に
、
接
収
の
範
囲
内
に
あ
る
も
の
の
う
ち
、
「
民

営
の
資
本
」
の
「
所
有
権
を
承
認
す
べ
し
」
と
し
、
「
官
僚
資
本
の
企
業
に
勤
務
す
る
す
べ
て
の
人
員
」
の
責
任
と
功
績
あ
る
者
の
表
彰

　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
規
定
し
て
い
る
。
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六

　
官
僚
資
本
企
業
の
接
収
・
管
理
に
あ
た
っ
て
の
弁
法
は
、
陳
伯
達
「
従
来
の
企
業
機
構
を
混
乱
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
（
一
九
四
九
年

一
月
）
に
よ
る
と
、
①
従
来
の
企
業
機
構
（
技
術
組
織
と
生
産
系
統
）
を
完
全
な
形
で
保
持
す
る
こ
と
、
②
職
員
に
企
業
の
あ
ら
ゆ
る
財

産
・
文
書
・
図
書
を
保
護
さ
せ
、
③
解
放
軍
、
民
主
政
府
は
、
軍
事
、
政
治
代
表
を
派
遣
し
、
企
業
の
経
営
管
理
の
監
督
を
行
な
い
、
㈲
従

来
の
企
業
中
の
吸
血
的
官
僚
制
を
廃
止
し
、
⑤
職
員
の
な
か
に
す
べ
て
職
権
を
も
つ
責
任
制
を
実
行
し
、
⑥
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
は
従
来

の
企
業
の
賃
金
制
度
、
賃
金
水
準
を
維
持
し
、
の
労
働
者
に
対
す
る
各
種
の
奨
励
制
度
・
保
険
制
度
（
退
職
金
、
養
老
年
金
、
見
舞
金
、

有
給
休
暇
制
度
、
鉄
道
関
係
の
年
末
賞
与
等
）
は
、
接
収
管
理
し
た
の
ち
も
す
べ
て
従
来
通
り
に
実
行
し
、
⑧
労
働
者
に
対
す
る
評
価
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

企
業
に
お
け
る
実
際
工
作
の
良
否
を
標
準
と
す
る
。

　
以
上
の
こ
と
の
な
か
に
、
官
僚
資
本
の
企
業
の
接
収
管
理
が
い
か
に
慎
重
を
期
し
た
か
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
中
共
七
期
二
中
全
会
報
告
（
一
九
四
九
年
三
月
）
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
ふ
ま
え
、
「
国
民
経
済
の
生
産
総
額
の
一
〇
パ
！
セ
ン
ト

前
後
を
し
め
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
ひ
じ
ょ
う
に
集
中
し
て
」
い
る
近
代
的
工
業
の
「
資
本
を
没
収
し
て
、
プ
・
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
指
導
す

る
人
民
共
和
国
の
所
有
に
す
る
な
ら
ば
、
人
民
共
和
国
が
国
の
経
済
動
脈
を
に
ぎ
る
こ
と
に
な
り
、
国
営
経
済
は
全
国
民
経
済
の
指
導
的

　
　
　
　
（
8
）

要
素
と
な
る
」
と
し
て
、
官
僚
資
本
の
没
収
理
論
を
い
っ
そ
う
明
確
に
し
て
い
る
。
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
こ
の
よ
う
な
理
論
・
方
針
に
も
と
づ
い
て
、
中
共
は
国
民
党
と
和
平
交
渉
を
行
な
い
、
「
国
内
平
和
協
定
」
（
一
九
四
九
年
四
月
）
を
作

成
し
た
。
そ
れ
は
、
官
僚
資
本
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
お
く
が
、
国
民
党
政
権
の
経
済
的
基
礎
を
根
本
か
ら
揺
が
す
も
の
で
あ
っ
た
た

め
、
国
民
党
に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
そ
れ
に
か
わ
っ
て
出
さ
れ
た
「
中
国
人
民
解
放
軍
宣
告
」
（
一
九
四
九

年
四
月
）
は
没
収
の
範
囲
を
よ
り
詳
細
に
、
し
か
も
慎
重
な
処
理
方
法
を
規
定
し
、
国
民
党
政
府
の
権
力
機
関
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
よ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

う
な
方
法
を
と
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
つ
ね
に
た
ち
お
く
れ
た
中
国
経
済
か
ら
出
発
す
べ
き
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
⇔
　
華
東
区
の
法
令

　
華
東
区
で
出
さ
れ
た
関
係
法
令
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
華
東
の
解
放
区
（
上
海
を
中
心
と
す
る
江
蘇
・
漸

江
地
区
）
の
主
要
都
市
が
、
帝
国
主
義
と
買
弁
的
官
僚
資
本
の
結
合
の
基
礎
の
上
に
き
ず
か
れ
、
百
余
年
来
帝
国
主
義
が
中
国
人
民
を
侵
略

す
る
た
め
の
保
塁
に
な
っ
て
い
た
し
、
二
〇
余
年
来
国
民
党
反
動
派
が
中
国
人
民
を
搾
取
す
る
た
め
の
基
地
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
上
海
市
軍
事
管
制
委
員
会
が
発
布
し
た
い
く
つ
か
の
法
令
は
、
官
僚
資
本
没
収
法
令
の
典
型
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
官
僚
資
本
と
戦
犯
企
業
財
産
を
清
査
没
収
す
る
こ
と
に
関
す
る
布
告
」
（
一
九
四
九
年
六
月
四
日
）
は
、
前
文
で
上
海
市
の
官

僚
資
本
の
性
格
と
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
「
人
民
の
法
網
か
ら
逃
が
れ
よ
う
と
す
る
」
官
僚
資
本
家
の
動
向
に
つ
い
て
ふ
れ
、
「
国
民
党
偲

儘
政
府
に
属
す
る
す
べ
て
の
国
営
事
業
、
官
僚
資
本
な
ら
び
に
戦
争
犯
罪
人
の
財
産
」
の
国
有
化
を
宣
言
す
る
。
一
条
は
「
財
政
経
済
接

収
管
理
委
員
会
工
商
業
所
」
に
一
九
四
九
年
六
月
中
に
あ
り
の
ま
ま
報
告
登
記
す
べ
き
で
、
そ
の
違
反
者
は
処
罰
さ
れ
る
こ
と
、
二
条
は

四
大
家
族
等
に
か
わ
っ
て
か
れ
ら
の
財
産
を
隠
匿
す
る
者
が
「
工
商
業
所
」
に
自
発
的
に
報
告
す
る
こ
と
の
奨
励
、
三
条
は
四
大
家
族
等

の
財
産
の
離
散
情
況
を
知
っ
て
い
る
者
の
摘
発
権
限
と
そ
の
摘
発
に
対
す
る
奨
励
を
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
、

　
つ
ぎ
に
、
「
反
動
的
な
党
・
政
・
軍
・
特
務
機
関
を
接
収
管
理
し
、
官
僚
資
本
、
戦
犯
首
謀
分
子
の
家
屋
・
不
動
産
を
没
収
す
る
こ
と

に
関
す
る
公
告
」
（
一
九
四
九
年
六
月
一
三
日
）
は
、
前
文
で
「
戦
争
犯
罪
人
、
官
僚
資
本
お
よ
び
反
革
命
首
謀
分
子
の
家
屋
・
不
動
産
」

を
没
収
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
「
家
屋
・
不
動
産
」
に
対
す
る
隠
匿
・
横
領
・
不
法
行
為
は
法
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、

私
人
の
産
業
は
一
律
に
保
護
さ
れ
る
と
す
る
。
一
、
二
条
で
は
官
僚
資
本
等
の
「
家
屋
・
不
動
産
」
の
代
官
人
・
差
配
人
、
そ
の
他
の
利
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害
関
係
者
は
「
財
政
経
済
委
員
会
家
屋
・
不
動
産
管
理
所
」
に
自
発
的
に
報
告
・
登
記
す
べ
き
こ
と
、
三
条
で
は
摘
発
協
力
者
の
奨
励
を

定
め
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
コ
房
地
産
管
理
暫
行
条
例
」
（
一
九
四
九
年
六
月
二
三
日
）
は
、
接
収
の
対
象
と
し
て
、
七
条
で
「
甲
、
国
民
党
政
府
機
関
お

よ
び
そ
の
各
部
門
の
本
市
に
お
け
る
家
屋
・
不
動
産
。
乙
、
国
民
党
蒋
、
宋
、
孔
、
陳
四
大
家
族
お
よ
び
そ
の
他
の
没
収
を
宣
布
さ
れ
た

戦
争
犯
罪
人
と
極
悪
大
罪
の
反
革
命
首
謀
分
子
の
本
市
に
お
け
る
家
屋
・
不
動
産
。
丙
、
国
民
党
政
府
が
接
収
し
た
日
本
・
ド
イ
ッ
・
反

逆
者
、
カ
イ
ラ
イ
の
本
市
に
お
け
る
家
屋
・
不
動
産
。
丁
、
官
僚
資
本
が
本
市
に
お
い
て
経
営
す
る
家
屋
・
不
動
産
産
公
司
。
」
を
列
挙

し
、
八
条
で
は
、
「
国
民
党
政
府
所
属
の
各
級
党
、
政
、
軍
、
団
、
特
、
財
、
教
等
の
機
関
部
門
の
家
屋
・
不
動
産
」
を
あ
げ
て
い
る
。

　
さ
い
ご
に
、
「
官
僚
資
本
お
よ
び
敵
偲
偏
戦
犯
財
産
を
清
査
す
る
に
あ
た
り
、
功
績
が
あ
る
場
合
の
賞
与
な
い
し
懲
罰
に
関
す
る
弁
法
」

（
一
九
四
九
年
七
月
四
日
）
は
、
一
条
で
「
官
僚
資
本
及
び
敵
偲
偏
戦
犯
の
財
産
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
民
間
へ
の
隠
匿
と
い
う
事
態
に

当
面
し
て
市
民
に
摘
発
の
協
力
を
訴
え
、
二
条
で
は
そ
の
よ
う
な
財
産
を
関
係
機
関
に
確
実
に
報
告
し
た
も
の
の
功
績
を
た
た
え
る
こ
と

に
つ
い
て
一
般
的
に
規
定
し
、
三
条
は
「
財
産
」
の
種
類
に
よ
っ
て
賞
与
の
比
率
を
明
示
す
る
。
　
つ
ま
り
、
「
食
糧
、
燃
料
、
食
塩
お
よ

び
重
要
流
動
資
材
」
は
百
分
の
三
～
百
分
の
二
〇
、
「
軍
工
原
料
お
よ
び
交
通
電
報
器
材
、
医
薬
、
被
服
、
文
化
用
紙
」
は
百
分
の
三
～

百
分
の
一
〇
、
「
公
物
用
具
お
よ
び
一
般
流
動
資
材
」
は
百
分
の
三
～
百
分
の
六
貞
「
そ
の
他
の
物
資
、
た
と
え
ば
家
屋
・
不
動
産
、
重
要

保
管
文
書
お
よ
び
固
定
機
械
等
は
、
具
体
的
情
況
に
も
と
づ
い
て
酌
量
の
上
賞
与
す
る
」
と
規
定
す
る
。
四
条
は
、
国
民
党
支
配
期
か
ら

の
地
方
行
政
人
員
の
協
力
を
う
な
が
し
、
実
際
に
摘
発
し
た
場
合
に
賞
与
す
る
こ
と
、
五
条
は
物
資
に
よ
る
賞
与
と
新
聞
掲
載
に
よ
る
表

彰
、
そ
の
場
合
に
希
望
に
よ
っ
て
は
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
、
六
条
は
賞
金
の
受
取
り
に
関
す
る
こ
と
、
七
、
八
条
は
、
「
形
を
変
え
て



匿
蔵
さ
れ
、
表
面
は
あ
ら
た
め
て
い
る
が
、
内
実
を
そ
の
ま
ま
な
い
し
は
分
散
移
転
し
て
い
る
官
僚
資
本
及
び
敵
偲
偏
財
産
」
の
処
理
の

仕
方
を
規
定
す
る
。

　
そ
う
し
た
法
令
に
も
と
づ
く
官
僚
資
本
の
没
収
過
程
に
お
い
て
は
、
官
僚
資
本
家
等
の
反
動
派
の
相
当
の
抵
抗
が
あ
っ
た
。
上
海
市
で

は
、
発
電
所
を
一
度
も
止
め
ず
、
解
放
後
た
だ
ち
に
正
常
な
生
産
を
開
始
し
、
社
会
主
義
建
設
と
国
民
生
活
の
向
上
へ
、
電
力
を
確
保
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
国
民
党
の
工
場
破
壊
に
対
す
る
工
場
防
衛
の
闘
い
に
は
大
き
な
努
力
を
必
要
と
し
た
。

　
ま
た
、
法
令
に
没
収
の
対
象
、
基
準
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
解
放
軍
の
都
市
工
作
の
経
験
不
足
、
国
民
党
の
種
々
の
抵
抗
に

よ
り
民
族
資
本
と
官
僚
資
本
を
厳
密
に
区
別
で
き
な
い
で
混
乱
を
生
じ
た
。
そ
の
ほ
か
、
中
共
・
解
放
軍
は
社
会
秩
序
を
安
定
さ
せ
、
過

渡
期
に
お
け
る
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
国
民
党
の
経
済
、
教
育
、
文
化
機
関
の
中
の
留
用
で
き
る
人
員
を
で
き
る
だ
け
留
用
す
る
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

を
と
っ
た
こ
と
も
混
乱
を
増
大
さ
せ
る
要
因
で
あ
っ
た
。

　
㊧
　
没
収
の
意
義

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
民
革
命
の
勝
利
に
と
も
な
い
、
官
僚
資
本
家
の
所
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
企
業
が
ぎ
わ
め
て
短
期
間
に
、
無
償

で
、
非
平
和
的
に
、
人
民
国
家
の
手
に
移
さ
れ
、
人
民
国
家
は
重
要
な
経
済
動
脈
を
掌
握
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
九

年
に
没
収
さ
れ
た
企
業
は
二
八
五
八
、
こ
れ
ら
の
工
業
企
業
で
働
く
産
業
労
働
者
は
七
五
万
人
余
を
か
ぞ
え
、
社
会
主
義
的
国
営
経
済
の

力
は
空
前
の
大
き
さ
を
み
せ
た
。
一
九
四
九
年
の
全
国
大
型
工
業
の
生
産
総
額
の
う
ち
社
会
主
義
的
国
営
工
業
の
占
め
る
比
重
は
四
一
・

三
％
で
あ
り
、
国
営
経
済
は
ま
た
全
国
発
電
量
の
五
八
％
、
出
炭
量
の
六
八
％
、
銑
鉄
生
産
量
の
九
二
％
、
鋼
鉄
生
産
量
の
九
七
％
、
セ

メ
ン
ト
生
産
量
の
六
八
％
、
綿
糸
生
産
量
の
五
三
％
を
そ
の
手
に
お
さ
め
た
。
国
営
経
済
は
さ
ら
に
全
国
の
鉄
道
と
大
部
分
の
近
代
的
交
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3
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通
・
運
輸
業
を
に
ぎ
り
、
銀
行
業
務
、
国
内
商
業
、
外
国
貿
易
の
ほ
と
ん
ど
を
お
さ
え
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
没
収
の
仕
事
は
終
る
も
の
で
は
な
い
。
官
僚
資
本
の
企
業
は
、
も
と
も
と
そ
れ
自
身
の
、
た
と
え
ば
、
野
蛮
な

封
建
的
搾
取
の
制
度
で
あ
る
、
「
把
頭
制
度
」
の
よ
う
な
管
理
機
構
制
度
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
「
民
主
改
革
」
「
生
産
改

革
」
を
通
じ
て
、
封
建
的
・
買
弁
的
官
僚
資
本
主
義
企
業
の
生
産
関
係
が
一
掃
さ
れ
、
社
会
主
義
的
生
産
関
係
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ

（
1
4
）る

。
封
建
的
農
村
構
造
に
根
を
も
つ
、
封
建
的
な
労
働
組
織
の
前
近
代
性
を
う
ち
く
だ
か
な
く
て
は
、
あ
ら
た
な
社
会
の
基
礎
で
あ
る
労

働
者
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
民
主
改
革
」
の
一
環
と
し
て
の
「
労
働
に
お
け
る
反
封
建
闘
争
」
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。

「
全
国
各
炭
鉱
の
把
頭
制
度
廃
止
に
関
す
る
通
令
」
（
一
九
五
〇
年
三
月
）
、
「
各
地
運
搬
事
業
内
の
封
建
的
把
持
制
度
廃
止
に
関
す
る
暫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

定
処
理
規
則
」
（
一
九
五
〇
年
四
月
）
等
は
、
こ
の
面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。
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（
7
）

　
（
8
）

　
（
9
）

『
毛
沢
東
選
集
』
（
新
日
本
出
版
社
版
）
一

同
右
四
”
上
一
二
一
一
頁
。

同
右
一
八
六
頁
。

同
右
二
〇
四
ー
五
頁
。

同
右
二
二
六
頁
。

『
新
中
国
資
料
集
成
』
二
巻
三
八
九
頁
。

同
右
四
一
八
頁
以
下
。

『
毛
沢
東
選
集
』
四
“
下
一
七
七
頁
。

同
右
二
一
〇
ー
一
頁
。

一
丁
下
三
五
七
頁
。



（
1
0
）

（
n
）

（
12
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

　
同
右
二
一
六
頁
以
下
。

　
華
東
区
財
政
経
済
委
員
会
編
『
華
東
区
財
政
経
済
法
令
彙
編
』
九
一
i
三
頁
、
三
九
〇
頁
。
な
お
、
コ
房
地
産
管
理
暫
行
条
例
」
を
除
く
三

つ
の
法
令
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
西
村
「
現
代
中
国
に
お
け
る
国
有
化
問
題
」
儀
我
編
『
現
代
企
業
と
国
有
化
問
題
』
二
七
七
頁
以
下
参
照
。

　
何
幹
之
主
編
『
中
国
現
代
革
命
史
』
三
三
九
頁
。

　
醇
暮
橋
・
林
子
力
・
蘇
星
共
著
『
中
国
国
民
経
済
の
社
会
主
義
的
改
造
』
（
北
京
外
文
出
版
、
三
版
）
三
三
ー
四
頁
。

　
こ
れ
に
関
連
し
て
、
杉
中
俊
文
「
新
中
国
初
期
に
お
け
る
契
約
法
令
」
『
法
研
論
集
』
一
五
号
一
一
七
頁
以
下
参
照
。

　
醇
暮
橋
他
共
著
前
掲
書
三
四
頁
以
下
、
福
島
正
夫
「
中
国
に
お
け
る
労
働
者
の
変
革
と
労
働
の
新
組
織
」
『
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
一

冊
二
三
三
頁
以
下
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

二
　
外
国
資
本

　
O
　
帝
国
主
義
資
本
廟
般
の
没
収
か
ら
日
独
伊
資
本
の
没
収
へ
1
抗
日
戦
争
終
結
以
前
の
時
期

　
帝
国
主
義
列
強
は
、
「
中
国
革
命
と
中
国
共
産
党
」
（
一
九
三
九
年
一
二
月
）
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
社
会
を
植
民
地
化
、
半
植
民
地
化

す
る
た
め
に
、
軍
事
的
・
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
っ
た
。

　
こ
こ
で
は
、
経
済
面
を
中
心
に
み
る
が
、
帝
国
主
義
の
経
済
侵
略
に
対
し
て
、
中
共
及
び
人
民
政
権
は
、
当
初
、
帝
国
主
義
支
配
の
打

倒
と
外
国
資
本
の
企
業
・
銀
行
の
没
収
（
「
中
国
革
命
の
十
大
要
求
」
（
一
九
二
八
年
七
月
）
を
基
本
政
策
と
し
、
そ
の
後
の
「
中
華
ソ
ビ

エ
ト
共
和
国
憲
法
大
綱
」
（
一
九
三
一
年
一
一
月
）
で
は
い
っ
そ
う
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
帝
国
主
義
特
権
の
取
消
、
条
約

の
無
効
宣
言
、
外
債
の
取
消
、
帝
国
主
義
の
在
華
銀
行
・
企
業
・
工
場
・
海
関
・
鉄
道
・
航
空
業
・
鉱
山
の
没
収
、
租
借
地
．
租
界
の
無

　
　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

償
回
収
、
軍
隊
の
駐
留
禁
止
を
規
定
し
、
さ
ら
に
、
ソ
ビ
エ
ト
政
府
法
令
の
遵
守
の
条
件
の
下
に
外
国
企
業
の
生
産
の
継
続
を
許
容
し
て

（
1
）

い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
は
、
帝
国
主
義
資
本
一
般
に
対
す
る
没
収
政
策
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
抗
日
戦
争
期
に
な
る
と
、

抗
日
民
族
統
一
戦
線
に
も
と
づ
く
抗
日
救
国
の
民
族
的
課
題
が
第
一
義
的
に
な
る
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
従
来
の
帝
国
主
義
資
本
一
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

没
収
か
ら
、
目
本
帝
国
主
義
資
本
の
没
収
が
明
言
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
抗
日
救
国
十
大
綱
領
」
（
一
九
三
七
年
八
月
）
は
、
「
目
本
に
対

し
て
絶
交
し
、
日
本
の
官
吏
を
駆
逐
し
、
日
本
の
ス
パ
イ
を
逮
捕
し
、
日
本
帝
国
主
義
の
中
国
に
お
け
る
財
産
を
没
収
し
、
日
本
と
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

債
を
否
認
し
、
日
本
と
の
条
約
を
廃
棄
し
、
日
本
租
界
を
回
収
す
る
」
と
し
て
い
る
。

　
ド
イ
ッ
・
イ
タ
リ
ア
の
資
産
に
対
し
て
も
、
同
様
に
没
収
政
策
を
と
っ
た
の
で
あ
る
が
、
抗
目
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
、
日
本
・
ド
イ

ツ
・
イ
タ
リ
ア
等
の
敗
戦
国
の
在
華
資
産
は
国
民
党
政
府
に
よ
っ
て
無
償
で
接
収
さ
れ
、
「
国
営
」
化
H
官
僚
資
本
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、

官
僚
資
本
は
人
民
政
権
に
よ
っ
て
没
収
さ
れ
、
中
国
国
営
経
済
の
主
要
部
分
と
し
て
、
社
会
主
義
の
経
済
的
基
礎
を
創
造
す
る
上
で
、
決

定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
⇔
　
外
資
導
入
政
策
と
帝
国
主
義
の
在
華
特
権
の
廃
止
措
置
－
抗
日
戦
争
終
結
以
降
の
時
期

　
抗
日
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
、
戦
勝
国
で
中
国
の
同
盟
国
で
も
あ
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
等
の
在
華
資
産
は
、
国

民
党
政
府
に
よ
っ
て
接
収
さ
れ
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
国
民
党
の
支
配
地
域
で
は
種
々
の
特
権
を
取
得
し
て
活
動
を
継
続
し
、
解
放
区
に

お
い
て
も
法
令
遵
守
の
条
件
の
下
に
そ
の
活
動
を
許
容
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
特
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
が
蒋
介
石
の
国
民
党
を
援
助
す
る
と
と
も
に
、
と
り
わ
け
ω
軍
隊
の
駐
留
、
②
各
種
特



権
に
よ
る
中
国
の
財
政
・
政
治
・
軍
隊
に
対
す
る
直
接
的
支
配
・
監
督
、
⑥
大
量
の
投
資
と
ダ
ン
ピ
ン
グ
、
に
よ
っ
て
中
国
の
植
民
地
化
・

半
植
民
地
化
を
は
か
り
、
人
民
の
主
要
な
敵
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
資
産
に
対
し
て
人
民
政
権
が
こ
の
時
期
没
収
を
行

な
わ
ず
、
監
督
・
取
締
り
を
実
施
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
そ
れ
で
は
、
解
放
区
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
「
外
来
の
投
資
を
歓
迎
し
、
そ
の
合
理
的
な
利
潤
を
保
障
す
る
」
（
「
陳
甘
寧
辺
区

憲
法
原
則
」
一
九
四
六
年
四
月
）
こ
と
、
ま
た
、
「
晋
察
翼
辺
区
民
族
工
業
保
護
発
展
暫
行
辮
法
」
（
一
九
四
六
年
八
月
）
が
「
辺
区
区
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

内
外
の
工
業
を
保
護
し
発
展
さ
せ
、
区
域
内
外
の
実
業
家
の
辺
区
へ
の
投
資
を
奨
励
す
る
た
め
」
に
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
よ

う
に
、
「
外
資
導
入
政
策
」
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
劉
寧
一
の
「
解
放
区
の
工
業
政
策
」
（
一
九
四
八
年
四
月
）
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
現
在
、
解
放
区
は
解
放
区
以
外
の
民
族
資

本
と
華
僑
資
本
を
歓
迎
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
も
し
外
国
資
本
家
が
解
放
区
で
工
業
を
経
営
す
る
こ
と
を
の
ぞ
む
な
ら
ば
、
解
放
区
も
こ

れ
と
合
作
し
、
契
約
を
結
び
、
同
時
に
工
場
の
土
地
・
労
働
力
・
原
料
・
商
品
販
売
・
外
国
為
替
な
ど
の
方
面
で
援
助
す
る
こ
と
を
望
む

も
の
で
あ
る
。
解
放
区
に
は
国
民
党
の
よ
う
に
外
資
の
み
を
利
す
る
新
公
司
法
が
、
ア
メ
リ
カ
財
閥
資
本
の
対
中
国
輸
出
に
中
国
の
工
鉱

業
を
抑
制
さ
せ
や
す
く
し
て
い
た
利
便
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
中
外
両
利
の
原
則
、
お
よ
び
こ
の
原
則
の
も
と
で
や
が
て
現
わ
れ
る
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
ろ
う
外
資
合
作
の
新
法
令
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
」

　
こ
の
よ
う
な
「
外
資
導
入
政
策
」
を
と
っ
て
い
た
も
の
の
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
侵
略
が
い
っ
そ
う
深
ま
り
、
悪
性
イ
ン
フ
レ
で
民
族
工

商
業
の
倒
産
が
あ
い
つ
ぎ
、
民
衆
の
生
活
は
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
「
中
国
人
民
解
放
軍
宣
言
」
（
一
九
四
七
年
一

〇
月
）
は
蒋
介
石
に
対
し
て
は
売
国
外
交
の
否
認
、
売
国
条
約
の
破
棄
、
外
債
の
否
認
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
は
在
華
駐
留
米
軍
の
撤
退

　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
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三



　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
の
基
本
的
な
経
済
政
策
と
し
て
「
当
面
の
情
勢
と
わ
れ
わ
れ
の
任
務
」
（
一
九
四
七
年
一
二
月
）

が
明
確
に
す
る
「
新
民
主
主
義
革
命
の
三
大
経
済
綱
領
」
の
中
に
は
、
外
国
資
本
に
対
す
る
措
置
は
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
第
二

次
大
戦
の
時
期
に
膨
張
し
た
ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
の
危
機
を
分
析
し
、
新
民
主
主
義
革
命
の
任
務
の
一
つ
と
し
て
「
帝
国
主
義
の
中
国
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

お
け
る
特
権
を
廃
止
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
そ
の
後
の
中
共
七
期
二
中
全
会
に
お
け
る
報
告
（
一
九
四
九
年
三
月
）
で
は
、
「
人
民
共
和
国
の
国
民
経
済
の
回
復
と
発
展
は
、
対
外

貿
易
の
統
制
政
策
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
「
中
国
に
お
け
る
帝
国
主
義
の
支
配
権
を
、
段
取
り
を
お
っ
て
徹
底
的
に
粉
砕
し

て
い
く
方
針
」
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
い
く
つ
か
の
具
体
的
措
置
の
う
ち
重
要
な
点
は
、
あ
と
に
残
っ
た
帝
国
主
義
の
経
済
、
文
化

事
業
は
し
ば
ら
く
存
続
さ
せ
、
こ
れ
を
監
督
し
取
締
り
、
全
国
的
な
勝
利
を
お
さ
め
て
か
ら
あ
ら
た
め
て
解
決
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
で

　
（
7
）

あ
る
。

　
ま
た
、
建
国
の
綱
領
で
あ
る
「
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領
」
（
一
九
四
九
年
九
月
）
は
、
基
本
的
な
経
済
政
策
の
一
つ
と
し

て
「
中
国
に
お
け
る
帝
国
主
義
国
家
の
す
べ
て
の
特
権
を
廃
止
」
（
三
条
）
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
お
り
、
外
交
政
策
で
は
、
「
国
民
党
政
府

が
外
国
政
府
と
締
結
し
た
各
種
の
条
約
お
よ
び
協
定
に
対
し
て
は
、
中
華
人
民
共
和
国
中
央
人
民
政
府
が
、
こ
れ
を
審
査
し
、
そ
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
承
認
、
廃
棄
、
修
正
あ
る
い
は
再
締
結
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
五
五
条
）
と
し
て
い
る
。

　
こ
こ
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
在
華
外
国
資
本
の
国
有
化
が
提
起
さ
れ
ず
、
帝
国
主
義
の
在
華
特
権
の
廃
止
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
次
の
諸
点
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
、
政
治
権
力
を
獲
得
し
た
人
民
政
権
は
、
官
僚
資
本
の
没
収
に
よ
っ
て
、
鰍
制
高
地
を
掌
握
し
社
会
主
義
的
国
営
経
済
の
基
礎



を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
買
弁
的
官
僚
資
本
を
通
じ
て
中
国
に
対
し
経
済
侵
略
を
続
け
て
き
た
在
華
外
国
資
本
に
決
定
的

な
打
撃
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
種
々
の
条
約
・
協
定
を
審
査
の
上
、
承
認
、
廃
棄
、
修
正
、
再
締
結
し
、
特
権
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
特
権
に
依
拠
し
て
き

た
外
国
資
本
の
活
動
に
そ
の
基
盤
を
失
な
わ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
条
件
の
下
で
外
国
資
本
を
し
ば
ら
く
の
間
存
続
さ
せ
て
お

く
こ
と
は
人
民
政
権
に
と
っ
て
そ
れ
ほ
ど
の
脅
威
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
き
わ
め
て
立
ち
お
く
れ
た
中
国
経
済
か
ら
出
発
し
て
、
中
国
の
工
業
化
を
は
か
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
積
極
的
要
素
を
活
用

し
、
と
り
わ
け
経
験
の
乏
し
い
企
業
管
理
の
方
法
・
技
術
を
在
華
外
国
資
本
か
ら
学
び
と
り
、
ま
た
人
民
に
就
労
の
機
会
を
保
障
す
る
必

要
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
第
四
に
、
中
国
の
在
米
資
産
に
対
す
る
一
定
の
政
治
的
配
慮
が
あ
る
。

　
㊧
　
米
英
仏
資
本
の
国
有
化
－
新
中
国
成
立
後
の
時
期

　
全
国
解
放
当
初
、
一
〇
〇
〇
余
の
米
英
仏
系
資
本
の
企
業
が
残
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
在
華
特
権
に
よ
っ
て
発
展
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
特
権
廃
止
措
置
の
の
ち
、
と
く
に
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
を
契
機
と
す
る
、
ア
メ
リ
カ
の
対
中
国
「
経
済
封

鎖
」
の
の
ち
に
は
、
ほ
と
ん
ど
マ
ヒ
状
態
に
陥
っ
た
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
が
中
国
に
対
し
て
封
鎖
・
輸
出
禁
止
を
実
施
し
た
た
め
、
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

出
入
商
品
や
原
料
に
頼
っ
て
い
た
多
く
の
外
国
資
本
在
華
企
業
の
業
務
は
停
頓
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
下
ア
メ
リ
カ
資
本
、
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
国
有
化
過
程
を
み
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
①
　
ア
メ
リ
カ
資
本

　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
政
務
院
は
、
中
国
領
域
内
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
企
業
が
経
済
破
壊
を
行
な
っ
て
中
国
人
民
の
利
益
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
す
る

た
め
に
、
「
ア
メ
リ
カ
の
在
華
財
産
を
管
制
し
、
ア
メ
リ
カ
の
在
華
預
金
を
凍
結
す
る
こ
と
に
関
す
る
命
令
」
（
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
八

日
）
を
出
し
、
①
中
国
領
域
内
の
ア
メ
リ
カ
政
府
・
企
業
の
一
切
の
財
産
に
対
す
る
管
制
・
精
査
、
各
財
産
所
有
者
の
財
産
保
護
義
務
、

③
中
国
領
域
内
の
全
銀
行
の
一
切
の
ア
メ
リ
カ
公
私
預
金
に
対
す
る
凍
結
、
正
当
の
業
務
及
び
個
人
生
活
を
維
持
す
る
に
必
要
な
費
用
の

引
出
し
ー
の
二
つ
の
措
置
を
講
じ
た
。

　
上
海
、
北
京
、
天
津
、
広
州
、
南
京
、
仙
頭
、
武
漢
の
各
都
市
で
は
、
こ
の
政
務
院
の
命
令
を
具
体
化
す
る
た
め
に
軍
事
管
制
委
員

会
、
市
政
府
が
規
定
・
辮
法
を
出
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
代
表
的
な
例
は
、
上
海
市
軍
事
管
制
委
員
会
の
「
ア
メ
リ
カ
財
産
を
管
制
し
、

ア
メ
リ
カ
預
金
を
凍
結
す
る
こ
と
に
関
す
る
具
体
的
規
定
」
（
一
九
五
〇
年
一
二
月
三
一
日
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
所
有
者
・
管
理
者
が
、

市
に
存
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
・
企
業
財
産
（
一
条
）
、
各
公
私
企
業
に
存
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
・
企
業
財
産
（
二
条
）
、
公
私
銀
行
に
存
す

る
ア
メ
リ
カ
公
私
預
金
（
三
条
）
、
市
内
外
の
企
業
に
存
す
る
ア
メ
リ
カ
公
私
株
式
資
本
・
投
資
（
四
条
）
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
必
要
事
項

を
記
載
し
て
台
帳
を
作
成
の
上
報
告
し
、
保
護
に
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

　
こ
の
具
体
的
規
定
は
、
ア
メ
リ
カ
資
本
の
国
有
化
作
業
に
基
本
的
方
針
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
電
力
・
電
話
・
金
融
・
貿
易
・
房
地

産
等
の
各
分
野
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
、
「
管
制
」
「
凍
結
」
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
各
会
社
、
企
業
の
職
員
・
労
働
者
の

協
力
の
下
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　
上
海
は
、
帝
国
主
義
の
侵
略
を
受
け
た
歴
史
が
最
も
古
く
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
侵
略
の
主
要
地
域
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
資
産
の
一
大
根

拠
地
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
上
海
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
資
産
に
対
す
る
「
管
制
」
「
凍
結
」
は
経
済
侵
略
に
対
し
て
大
き
な
打
撃
と
な
っ



た
の
で
あ
る
。

②
　
イ
ギ
リ
ス
資
本

第
二
次
大
戦
後
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
両
国
の
中
国
に
対
す
る
投
資
は
基
本
的
に
は
停
止
さ
れ
た
が
、
残
存
す
る
両
国
の
在
華
資
産

に
対
す
る
措
置
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　
政
務
院
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
わ
が
国
に
お
け
る
ア
ジ
ア
石
油
会
社
の
財
産
を
徴
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
命
令
」
（
一
九
五
一
年
四
月
三
〇

日
）
に
お
い
て
、
①
ア
ジ
ア
石
油
会
社
の
財
産
を
徴
用
し
、
そ
の
保
有
石
油
を
買
上
げ
る
こ
と
、
②
全
財
産
を
台
帳
に
の
せ
人
民
政
府
が

処
理
す
る
も
の
と
し
、
各
責
任
者
が
財
産
の
保
護
・
引
渡
し
に
責
任
を
負
う
、
と
す
る
二
点
を
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
た
だ
ち
に
、
各

都
市
の
軍
事
管
制
委
員
会
は
、
ア
ジ
ア
石
油
会
社
の
全
財
産
の
「
徴
用
」
と
石
油
の
買
上
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
職

員
・
労
働
者
の
協
力
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
次
に
、
開
藻
炭
鉱
に
対
す
る
「
代
行
管
理
」
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

　
同
炭
鉱
は
、
戦
前
は
目
本
が
支
配
し
て
い
た
が
、
抗
目
戦
争
終
結
後
の
一
九
四
五
年
一
一
月
一
九
目
に
国
民
党
政
府
が
接
収
、
二
日
目

に
は
イ
ギ
リ
ス
に
払
い
戻
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
営
と
な
る
。
そ
の
後
、
一
九
四
八
年
末
、
解
放
軍
が
唐
山
地
区
を
解
放
し
た
が
同
炭
鉱
に

は
手
を
つ
け
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
イ
ギ
リ
ス
が
経
営
に
消
極
的
に
な
り
、
本
国
に
あ
る
資
金
と
輸
出
外
国
為
替
を
差
押
え
て
し
ま
っ

た
た
め
に
資
金
操
作
が
困
難
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
藻
州
公
司
監
事
聯
席
会
議
の
申
請
（
一
九
五
二
年
四
月
六
目
）
に
も
と
づ
き
、
人
民

政
府
の
批
准
を
経
て
中
央
燃
料
工
業
部
が
「
代
行
管
理
」
し
、
総
管
理
所
を
組
織
し
て
経
営
に
あ
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
炭
鉱

は
人
民
の
手
中
に
取
り
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
詳
し
い
経
過
は
不
明
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
資
本
に
対
し
て
も
「
代
行
管
理
」
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
在
華
資
本
は
、
　
「
管
制
」
「
凍
結
」
「
徴
用
」
「
代
行
管
理
」
「
譲
渡
」
な
ど
の
多

　
　
　
（
1
2
）

様
な
措
置
を
通
じ
て
、
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
人
民
の
所
有
に
移
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
中
国
を
「
半
植
民
地
・
半
封

建
社
会
」
と
し
て
規
定
づ
け
る
一
つ
の
大
き
な
要
因
で
あ
る
、
外
国
帝
国
主
義
の
経
済
勢
力
を
一
掃
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
有

化
さ
れ
た
企
業
で
は
、
民
主
改
革
・
生
産
改
革
が
実
施
さ
れ
、
社
会
主
義
的
国
営
企
業
と
し
て
中
国
社
会
主
義
経
済
の
推
進
力
に
組
み
入

れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

注
（
1
）
　
福
島
正
夫
、
宮
坂
宏
編
訳
『
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
中
国
解
放
区
憲
法
施
政
綱
領
資
料
』
五
二
頁
。

　
（
2
）
　
同
右
六
七
頁
。

　
（
3
）
　
同
右
一
二
五
頁
。

　
（
4
）
　
目
本
国
際
問
題
研
究
所
・
中
国
部
会
編
『
新
中
国
資
料
集
成
』
一
巻
二
八
五
頁
。

　
（
5
）
　
同
右
二
巻
一
一
五
頁
。

　
（
6
）
　
『
毛
沢
東
選
集
』
四
”
上
二
〇
四
頁
、
二
一
〇
頁
、
二
〇
五
頁
。

　
（
7
）
　
同
右
四
H
下
一
七
九
頁
以
下
。

　
（
8
）
　
『
新
中
国
資
料
集
成
』
二
巻
五
八
九
頁
以
下
参
照
。

　
（
9
）
　
詳
し
く
は
西
村
「
中
国
に
お
け
る
外
国
資
本
の
国
有
化
」
井
上
・
儀
我
編
『
転
換
期
の
「
多
国
籍
企
業
」
』
二
二
三
－
四
頁
。

　
（
1
0
）
　
関
連
法
令
は
、
『
中
央
人
民
政
府
法
令
彙
編
（
一
九
四
九
－
一
九
五
〇
年
）
』
、
『
中
央
財
政
経
済
法
令
彙
編
（
第
二
輯
）
』
、
『
華
東
区
財
政
経
済

　
　
　
法
令
彙
編
』
等
に
あ
る
が
、
主
要
な
も
の
の
邦
訳
に
つ
い
て
は
、
西
村
「
中
国
に
お
け
る
外
国
資
本
の
国
有
化
」
（
井
上
・
儀
我
編
前
掲
書
二



　
　
一
〇
頁
以
下
）
を
参
照
。

（
n
）
　
中
国
近
代
経
済
史
資
料
叢
刊
編
輯
委
員
会
『
帝
国
主
義
与
開
藻
煤
磯
』
一
一
頁
以
下
。

（
12
）
　
主
要
例
に
つ
い
て
は
、
江
副
・
加
賀
美
訳
『
中
国
資
本
主
義
の
変
革
過
程
』
（
上
巻
）
七
三
頁
参
照
。

三
　
民
族
資
本

　
e
　
保
護
育
成
ー
解
放
以
前
の
時
期

　
民
族
資
本
は
、
主
に
中
小
資
本
主
義
的
企
業
か
ら
な
り
、
帝
国
主
義
、
封
建
主
義
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
な
が
ら
も
、
帝
国
主
義
の
打

撃
を
受
け
、
封
建
主
義
の
束
縛
を
受
け
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
民
族
資
本
に
対
す
る
人
民
政
権
の
政
策
は
、
変
化
・
発
展
の
過
程
を
た
ど

っ
た
。
概
し
て
言
え
ば
、
第
一
・
二
次
国
内
革
命
戦
争
期
に
は
民
族
資
本
の
保
護
の
考
え
方
が
稀
薄
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
「
系
統
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
資
本
主
義
の
発
展
を
制
限
」
（
「
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
憲
法
大
綱
」
一
九
三
一
年
一
一
月
）
す
る
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。

　
抗
日
戦
争
期
に
は
、
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
政
治
的
性
質
、
す
な
わ
ち
、
「
革
命
に
参
加
す
る
可
能
性
」
と
「
革
命
の
敵
に
た
い
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
妥
協
性
」
と
い
う
「
『
一
人
二
役
的
』
な
二
面
性
」
（
「
新
民
主
主
義
論
」
一
九
四
〇
年
一
月
）
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
の
政
治
的
経
済

的
軟
弱
性
を
根
拠
に
、
広
範
な
統
一
戦
線
に
彼
ら
も
組
み
入
れ
、
彼
ら
と
連
合
も
し
闘
争
も
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
そ
し
て
、
私
的
資
本

主
義
企
業
の
保
護
と
帝
国
主
義
者
、
民
族
裏
切
り
者
、
反
動
派
の
大
資
本
、
大
企
業
の
没
収
を
区
別
し
て
、
「
資
本
主
義
が
相
当
の
程
度
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
発
展
す
る
こ
と
は
、
経
済
の
た
ち
お
く
れ
て
い
る
中
国
で
民
主
主
義
革
命
の
勝
利
後
さ
け
ら
れ
な
い
結
果
で
あ
る
」
（
「
中
国
革
命
と
中

国
共
産
党
」
一
九
三
九
年
一
二
月
）
と
す
る
よ
う
に
、
民
族
資
本
の
積
極
的
な
保
護
育
成
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
辺
区
で
は
そ
れ
が
陳

　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
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〇

日
寧
辺
区
「
実
業
投
資
暫
行
条
例
」
（
一
九
四
五
年
三
月
二
八
日
）
や
晋
察
翼
辺
区
「
工
商
業
税
率
の
改
正
お
よ
び
一
五
種
の
免
税
に
関

す
る
規
定
」
（
一
九
四
五
年
二
月
）
に
よ
っ
て
具
体
的
に
実
施
さ
れ
た
。

　
第
三
次
国
内
革
命
戦
争
期
に
お
い
て
は
、
抗
目
戦
争
勝
利
終
結
の
政
治
的
条
件
の
下
で
、
減
租
減
息
か
ら
土
地
改
革
へ
の
転
換
が
な
さ

れ
、
ま
た
、
農
村
か
ら
都
市
へ
の
進
攻
が
開
始
し
て
官
僚
資
本
の
没
収
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
工
商
業

の
侵
害
を
な
く
す
た
め
の
呼
び
か
け
が
何
回
と
な
く
く
り
か
え
さ
れ
、
ま
た
、
土
地
改
革
と
民
族
工
商
業
の
保
護
育
成
と
の
相
互
関
連
に

つ
い
て
の
認
識
を
深
め
て
、
民
族
資
本
に
対
す
る
保
護
育
成
の
具
体
的
措
置
を
と
っ
た
。

　
陳
日
寧
辺
区
で
は
、
「
営
業
税
暫
行
条
例
」
（
一
九
四
六
年
四
月
二
四
日
）
に
よ
っ
て
私
営
企
業
に
対
し
て
も
営
業
税
の
減
免
措
置
を
と

り
、
ま
た
、
「
工
商
業
保
護
に
関
す
る
布
告
」
（
一
九
四
八
年
三
月
三
一
日
）
に
よ
っ
て
、
侵
害
・
破
壊
さ
れ
た
公
営
・
私
営
の
工
商
業
に

対
し
て
充
分
な
救
済
措
置
を
と
り
、
徴
税
に
お
い
て
も
工
商
業
部
分
の
収
入
を
除
外
す
る
な
ど
、
工
商
業
の
回
復
発
展
に
配
慮
を
払
っ
て

（
4
）

い
る
。

　
晋
察
翼
辺
区
で
は
、
「
民
族
工
業
保
護
発
展
暫
行
　
法
」
（
一
九
四
六
年
八
月
）
が
「
辺
区
区
域
内
外
の
工
業
を
保
護
し
発
展
さ
せ
、
区

域
内
外
の
実
業
家
の
辺
区
へ
の
投
資
を
奨
励
す
る
た
め
」
に
制
定
さ
れ
（
一
条
）
、
「
辺
区
区
域
内
の
す
べ
て
の
工
場
・
作
業
場
は
、
公

営
・
私
営
・
合
作
社
経
営
を
問
わ
ず
、
ま
た
資
本
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
」
奨
励
さ
れ
る
（
二
条
）
。
そ
し
て
、
民
族
工
業
を
重
要
工
業

原
料
の
製
造
工
業
、
日
用
必
需
品
の
工
業
お
よ
び
非
必
需
品
の
工
業
の
三
種
に
わ
け
て
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
優
遇
措
置
を
規
定
す
る
。
す

な
わ
ち
、
「
綿
紡
績
・
毛
紡
績
・
板
ガ
ラ
ス
・
電
気
・
鋼
鉄
・
機
械
製
造
・
農
具
製
造
お
よ
び
そ
の
他
の
重
要
工
業
原
料
（
た
と
え
ば
、

灯
油
・
ア
ル
コ
ー
ル
・
炭
素
・
染
料
）
製
造
等
の
工
業
を
創
設
す
る
者
」
に
対
し
て
は
、
ω
営
業
税
・
所
得
税
を
二
年
な
い
し
五
年
の
間



全
面
的
に
免
税
し
、
②
資
金
貸
付
を
行
な
い
、
③
原
料
と
製
品
の
輸
送
を
援
助
し
、
ω
原
料
の
購
入
と
製
品
の
販
売
に
援
助
を
行
な
い
、

㈲
不
可
抗
力
に
よ
る
災
害
に
あ
っ
て
損
失
を
受
け
た
者
に
は
酌
量
の
上
救
済
を
与
え
る
（
三
条
）
。
「
綿
織
物
・
毛
織
物
・
印
刷
・
ガ
ラ

ス
・
化
学
器
・
磁
器
・
セ
メ
ン
ト
・
石
鹸
・
搾
油
・
皮
革
・
製
紙
・
製
皮
・
紐
お
よ
び
ボ
タ
ン
・
歯
磨
き
・
歯
刷
子
・
小
麦
粉
・
マ
ッ

チ
・
罐
詰
食
品
・
食
用
油
・
文
房
具
そ
の
他
目
用
必
需
品
の
工
業
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
に
対
し
て
は
、
①
営
業
税
・
所
得
税
を

一
年
な
い
し
四
年
間
全
面
的
に
免
除
し
、
②
そ
の
他
の
優
遇
と
し
て
は
三
条
③
項
の
規
定
を
適
用
す
る
（
四
条
）
。
「
化
粧
品
・
児
童
玩
具

等
非
必
需
品
の
工
業
を
創
設
す
る
も
の
」
に
対
し
て
は
、
①
営
業
税
を
一
年
な
い
し
三
年
の
間
全
面
的
に
免
除
し
、
②
優
遇
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

三
条
㈲
項
を
適
用
す
る
（
四
条
）
。

　
こ
う
し
た
民
族
資
本
の
保
護
育
成
政
策
は
、
全
国
解
放
を
間
近
か
に
ひ
か
え
た
中
共
七
期
二
中
全
会
（
一
九
四
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、

活
動
範
囲
、
徴
税
政
策
、
市
場
価
格
、
労
働
条
件
の
面
で
「
資
本
主
義
に
た
い
し
、
ほ
ど
よ
い
伸
縮
性
の
あ
る
制
限
政
策
を
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
条
件
を
付
し
な
が
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
中
国
の
私
的
資
本
主
義
工
業
は
、
近
代
的
な
工
業
の
な

か
で
第
二
位
を
し
め
て
お
り
、
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
力
で
あ
る
。
…
…
こ
の
時
期
に
は
、
国
民
経
済
に
害
が
な
く
て
、
国
民
経
済

に
有
利
な
、
都
市
と
農
村
の
い
っ
さ
い
の
資
本
主
義
的
要
素
に
は
、
そ
の
存
在
と
発
展
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
さ
け
ら
れ
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
経
済
的
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
」

　
⇔
　
利
用
・
制
限
・
改
造
i
解
放
以
降
の
時
期

　
新
中
国
の
出
発
に
あ
た
り
、
「
共
同
綱
領
」
に
お
い
て
、
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
労
働
者
、
農
民
、
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
同
様
に
、

そ
の
経
済
的
利
害
と
私
有
財
産
を
保
障
さ
れ
、
新
民
主
主
義
の
人
民
経
済
を
発
展
さ
せ
、
着
実
に
農
業
国
を
工
業
国
に
か
え
て
ゆ
く
上
で
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の
積
極
的
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
（
三
条
、
二
六
条
、
三
〇
条
）
。
そ
し
て
、
国
営
経
済
の
指
導
の
も
と
で
、
国
家
の
経
済
・
人
民
の

福
祉
に
有
利
な
私
営
企
業
を
奨
励
・
援
助
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
「
私
営
企
業
暫
行
条
例
」
（
一
九
五
〇
年
一
二
月
）
に
よ
っ
て
、
資

本
家
は
一
定
の
利
潤
収
入
を
保
障
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
当
時
国
民
経
済
が
な
お
完
全
に
復
興
し
て
い
な
か
っ
た
条
件
の
も
と
で
、
資
本
家

の
投
資
意
欲
を
刺
激
し
、
社
会
の
遊
資
を
生
産
事
業
に
吸
収
す
る
の
に
役
立
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
は
、
民
族
資
本
は
す
で
に
立
ち
お
く
れ
た
、
社
会
主
義
経
済
に
対
立
す
る
も
の
に
な
っ
た
。
　
つ
ま
り
、
そ
れ

は
、
国
家
の
経
済
と
人
民
の
生
活
に
と
っ
て
、
有
利
な
積
極
的
役
割
と
と
も
に
不
利
な
消
極
的
役
割
を
も
ち
、
「
三
反
」
（
汚
職
、
浪
費
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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官
僚
主
義
反
対
）
「
五
反
」
（
贈
賄
、
脱
税
盗
税
、
国
家
資
材
の
横
領
、
加
工
や
原
料
の
ご
ま
か
し
、
国
家
経
済
情
報
の
窃
取
反
対
）
運
動

（
一
九
五
一
～
二
年
）
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
後
者
の
役
割
が
目
立
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
積
極
、
消
極
の
両
側
面
を
も
つ
資
本
主
義
的
工
業
に
対
し
て
、
利
用
・
制
限
・
改
造
の
政
策
が
と
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
国
家

資
本
主
義
（
初
級
形
態
1
1
加
工
、
発
注
、
統
一
買
付
、
一
手
販
売
、
取
次
販
売
、
代
理
販
売
、
及
び
高
級
形
態
豚
公
私
合
営
）
を
通
じ
て
社

会
主
義
的
改
造
を
実
現
す
る
政
策
で
あ
り
、
資
本
家
の
所
有
す
る
生
産
手
段
に
対
し
て
一
歩
一
歩
買
い
戻
し
を
実
行
す
る
政
策
で
あ
る
。

　
と
く
に
重
要
な
公
私
合
営
は
、
「
公
私
合
営
工
業
企
業
暫
行
条
例
」
（
一
九
五
四
年
九
月
二
日
）
に
も
と
づ
い
て
実
行
さ
れ
た
。
そ
の
主

要
な
原
則
は
、
ω
国
家
の
必
要
、
企
業
改
造
の
可
能
性
お
よ
び
資
本
家
の
自
発
的
意
思
に
も
と
づ
く
（
二
条
）
、
②
私
的
所
有
の
株
の
合

法
的
権
利
を
保
護
す
る
（
三
条
）
、
公
平
合
理
の
原
則
に
も
と
づ
い
て
企
業
財
産
を
評
価
す
る
（
六
条
）
、
㈲
政
府
側
代
表
は
資
本
家
側
代

表
と
責
任
を
も
っ
て
経
営
・
管
理
す
る
（
九
条
）
、
㈲
企
業
で
従
来
実
際
に
働
い
て
い
た
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
　
一
般
的
に
は
従
来
の
状

況
を
考
慮
し
て
適
材
を
適
所
で
使
う
（
一
二
条
）
、
⑥
賃
金
制
度
・
福
祉
施
設
は
国
営
企
業
な
み
に
改
善
す
る
（
一
四
条
）
、
ω
年
間
利
益



金
総
額
か
ら
所
得
税
を
お
さ
め
た
の
ち
の
残
額
は
、
企
業
積
立
金
、
企
業
奨
励
金
、
株
主
に
対
す
る
定
額
お
よ
び
特
別
配
当
金
に
配
分
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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る
（
「
四
馬
分
肥
」
一
七
条
）
等
で
あ
る
。

　
こ
の
条
例
と
同
時
期
に
出
さ
れ
た
憲
法
（
一
九
五
四
年
九
月
二
〇
目
）
は
、
資
本
家
的
所
有
制
に
対
す
る
具
体
的
改
造
の
段
取
り
を
次

の
よ
う
に
規
定
し
、
公
私
合
営
化
が
進
め
ら
れ
た
。

　
「
国
家
は
法
律
に
も
と
づ
い
て
、
資
本
家
の
生
産
手
段
の
所
有
権
と
そ
の
他
の
資
本
の
所
有
権
を
保
護
す
る
。

　
国
家
は
、
資
本
主
義
的
工
商
業
に
対
し
て
は
、
利
用
・
制
限
・
改
造
の
政
策
を
と
る
。
国
家
の
行
政
機
関
に
よ
る
管
理
・
国
営
経
済
に

よ
る
指
導
お
よ
び
労
働
者
大
衆
に
よ
る
監
督
を
つ
う
じ
て
、
国
の
経
済
・
人
民
の
福
祉
に
と
っ
て
有
益
な
資
本
主
義
的
工
商
業
の
積
極
的

な
作
用
を
利
用
し
、
国
の
経
済
、
人
民
の
福
祉
に
と
っ
て
不
利
益
を
も
た
ら
す
そ
の
消
極
的
な
作
用
を
制
限
し
、
そ
れ
ら
を
さ
ま
ざ
ま
な

こ
と
な
っ
た
形
態
の
国
家
資
本
主
義
経
済
に
転
化
す
る
よ
う
奨
励
し
指
導
し
て
、
資
本
家
的
所
有
制
を
、
し
だ
い
に
全
人
民
的
所
有
制
に

か
え
て
い
く
。

　
国
家
は
、
資
本
家
が
公
共
の
利
益
を
そ
こ
な
い
、
社
会
経
済
的
秩
序
を
み
だ
し
、
国
家
の
経
済
計
画
を
破
壊
す
る
一
切
の
不
法
行
為
を

禁
止
す
る
。
」
（
一
〇
条
）

　
一
九
五
五
年
の
下
半
期
、
農
業
協
同
化
の
高
ま
り
に
つ
れ
て
、
資
本
主
義
的
工
商
業
の
社
会
主
義
的
改
造
も
新
段
階
に
発
展
し
た
。
そ

れ
ま
で
は
、
国
家
が
投
資
し
幹
部
を
派
遣
し
て
資
本
家
と
共
同
で
経
営
す
る
、
個
別
的
企
業
の
公
私
合
営
が
主
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

一
九
五
六
年
一
月
に
は
全
業
種
に
わ
た
る
公
私
合
営
化
が
進
ん
だ
。
そ
し
て
、
同
年
二
月
に
は
、
「
公
私
合
営
企
業
に
お
け
る
定
息
方
法

の
実
施
に
か
ん
す
る
規
定
」
に
よ
っ
て
、
「
企
業
が
公
私
合
営
の
期
間
に
損
益
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
子
率
に
し
た
が
っ
て
四
半
期
毎
に
私
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的
資
本
の
株
主
に
た
い
し
て
定
額
利
息
を
支
払
う
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
利
子
率
は
一
分
な
い
し
六
分
と
さ
れ
、
そ
の
後
五
分
に
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
／

一
さ
れ
た
。
定
額
利
息
は
、
一
九
五
六
年
一
月
一
日
か
ら
計
算
さ
れ
、
国
家
が
毎
年
支
払
う
総
額
は
約
一
億
二
千
万
元
、
株
主
は
一
一
四

万
人
を
か
ぞ
え
た
。

　
一
九
五
八
年
に
な
る
と
、
経
済
的
再
編
成
が
大
規
模
か
つ
深
く
進
め
ら
れ
、
企
業
・
業
種
の
限
界
を
超
え
、
国
営
・
公
私
合
営
・
協
同

組
合
経
営
の
枠
を
破
っ
て
、
統
一
的
に
計
画
・
調
整
さ
れ
た
。
公
私
合
営
企
業
は
、
国
家
が
ひ
き
つ
づ
ぎ
資
本
家
側
の
人
員
に
定
息
を
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

払
う
こ
と
を
除
け
ば
基
本
的
に
全
人
民
的
所
有
の
企
業
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
改
造
過
程
は
、
企
業
改
造
と
人
間
改
造
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

結
合
し
て
進
め
ら
れ
た
た
め
、
き
わ
め
て
深
刻
な
階
級
闘
争
の
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　
㊧
　
定
息
の
法
的
性
質

　
政
法
学
界
で
は
、
全
業
種
に
わ
た
る
公
私
合
営
後
に
お
い
て
民
族
資
本
家
の
生
産
手
段
所
有
権
が
存
在
す
る
か
否
か
の
問
題
と
の
関
連

で
、
定
息
の
法
的
性
質
が
議
論
さ
れ
た
。

　
菌
沐
・
砧
周
に
よ
れ
ば
、
企
業
の
具
体
的
財
産
が
一
定
の
貨
幣
額
と
し
て
査
定
さ
れ
た
後
に
、
「
股
票
（
株
券
）
」
な
い
し
「
領
息
愚
証

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

（
定
息
の
取
得
権
を
あ
ら
わ
す
証
書
）
」
の
形
態
を
と
り
、
こ
れ
に
対
し
て
資
本
家
は
所
有
権
を
有
す
る
。
し
か
し
、
曹
木
祭
批
判
す
る
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
で
は
所
有
権
が
証
券
化
し
、
「
定
息
」
請
求
権
は
所
有
権
か
ら
派
生
す
る
こ
と
に
な
り
、
所
有
権
は
持
株
額

お
よ
び
固
定
利
息
の
上
に
表
現
さ
れ
る
結
果
を
み
ち
び
く
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
資
産
の
清
算
・
評
価
後
に
、
企
業
に
あ
っ
て
確
定
さ
れ

る
資
本
家
側
の
持
株
額
を
過
去
の
時
期
の
股
票
と
同
様
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
股
票
」
と
「
領
息
愚
証
」
の
所

有
権
が
、
持
株
額
と
「
定
息
」
を
記
名
す
る
一
枚
の
用
紙
の
上
に
表
現
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
用
紙
と
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
財
産
権
を
分
割
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
茜
沐
・
砧
周
の
見
解
で
は
、
定
息
を
資
本
家
の
生
産
手
段
所
有
権
に
よ
っ
て
説
明
す

る
こ
と
か
ら
ぬ
け
き
れ
な
い
。
全
業
種
に
わ
た
る
公
私
合
営
と
定
息
制
度
実
施
の
時
期
は
、
憲
法
制
定
の
時
期
と
異
な
り
、
資
本
家
的
所

有
制
は
基
本
的
ウ
ク
ラ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
の
積
極
的
役
割
を
終
え
、
資
本
家
の
生
産
手
段
所
有
権
は
基
本
的
に
消
滅
す
る
。
こ
の
よ
う

な
段
階
で
定
息
を
資
本
家
の
生
産
手
段
所
有
権
に
よ
っ
て
説
明
す
る
結
果
に
お
ち
い
る
な
ら
ば
、
中
国
特
有
の
買
戻
し
政
策
の
一
形
態
と

し
て
の
定
息
は
充
分
に
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
曹
茶
と
同
様
の
理
解
に
立
っ
て
、
「
資
本
家
が
定
息
を
受
け
取
る
権
利
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

所
有
権
で
も
債
権
で
も
な
く
、
搾
取
的
性
質
を
具
有
す
る
一
種
の
特
殊
な
権
利
で
あ
る
」
と
す
る
中
央
政
法
幹
部
学
校
民
法
教
研
室
編
著

『
中
華
人
民
共
和
国
民
法
基
本
問
題
』
の
見
解
が
正
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
次
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
家
が
「
搾
取
的
性
質
を
具
有
す
る
一
種
の
特
殊
な
権
利
」

に
も
と
づ
い
て
取
得
す
る
定
息
収
入
は
何
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
丁
毅
之
・
卓
簿
に
よ
れ
ば
、
定
息
は
搾
取
的
収
入
で
は
あ
る
が
合
法
的
収
入
で
あ
る
と
し
、
張
敬
に
よ
れ
ば
、
定
息
の
搾
取
的
要
素
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

理
由
に
定
息
は
個
人
の
生
活
手
段
所
有
権
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
資
本
家
の
生
産
手
段
所
有
権
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。
そ

れ
に
対
し
て
曹
悉
は
、
定
息
を
個
人
的
所
有
権
の
側
面
か
ら
着
眼
す
る
必
要
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

　
当
初
、
中
国
で
は
、
「
国
家
は
、
公
民
の
合
法
的
収
入
・
貯
蓄
・
家
屋
お
よ
び
各
種
の
生
活
手
段
の
所
有
権
を
保
護
す
る
」
（
五
四
年
憲

法
十
一
条
）
の
解
釈
に
お
い
て
、
「
合
法
的
収
入
」
の
中
に
は
勤
労
収
入
だ
け
で
な
く
資
本
家
の
法
定
限
度
内
に
お
け
る
搾
取
的
収
入

（
非
勤
労
収
入
）
を
含
む
も
の
と
し
、
一
律
に
保
護
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
有
制
が
完
全
に
消
滅
し
、
資
本
家
が
自
分
自
身
の

力
で
生
活
で
き
る
勤
労
人
民
に
改
造
さ
れ
る
ま
で
は
、
定
息
収
入
は
「
合
法
的
収
入
」
と
し
て
憲
法
十
一
条
の
公
民
の
生
活
手
段
所
有
権

　
　
　
中
国
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お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
中
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有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　
そ
の
後
、
個
人
的
所
有
権
の
研
究
の
側
面
か
ら
定
息
収
入
は
合
法
的
収
入
で
あ
る
が
、
個
人
的
所
有
権
の
対
象
に
は
な
ら
い
と
す
る
見

解
が
出
さ
れ
、
た
と
え
ば
、
関
懐
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
定
息
は
資
本
家
の
搾
取
収
入
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
社
会
主
義
的

個
人
的
所
有
権
の
範
疇
に
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
当
面
で
は
依
然
資
本
家
の
合
法
的
収
入
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

種
の
過
渡
的
現
象
で
あ
り
、
将
来
、
わ
が
国
公
民
の
個
人
的
財
産
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
現
象
は
存
在
し
な
く
な
る
」
。
ま
た
、
皮
純

協
は
「
資
本
家
の
定
息
お
よ
び
単
独
経
営
勤
労
者
の
勤
労
収
入
の
な
か
の
生
活
手
段
に
用
い
ら
れ
る
部
分
を
、
わ
が
国
公
民
の
個
人
的
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

有
権
の
内
に
い
れ
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
」
と
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
個
人
的
所
有
の
源
泉
は
市
民
の
労
働
に
あ
り
、
個
人
的
所
有
権

は
社
会
主
義
的
生
産
か
ら
派
生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
搾
取
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
伝
統
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
定
息
を
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

的
所
有
権
に
も
と
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

　
（
6
）

　
（
7
）

福
島
・
宮
坂
編
訳
『
中
華
ソ
ビ
エ
ト
共
和
国
中
国
解
放
区
憲
法
・
施
政
綱
領
資
料
』
五
〇
頁
。

『
毛
沢
東
選
集
』
二
目
下
四
三
九
頁
。

同
右
四
〇
八
頁
。

『
陳
甘
寧
辺
区
参
議
会
文
献
彙
輯
』
三
三
五
頁
、
中
国
研
究
所
『
中
国
解
放
地
区
商
工
政
策
参
考
資
料
集
』
一
〇
四
頁
以
下
参
照
。

『
新
中
国
資
料
集
成
』
一
巻
二
八
五
－
六
頁
。

『
毛
沢
東
選
集
』
四
“
下
一
七
七
頁
以
下
。

座
間
紘
一
「
社
会
主
義
へ
の
移
行
と
『
三
反
』
・
『
五
反
』
運
動
」
（
『
中
国
近
現
代
史
』
七
巻
一
六
五
頁
以
下
、
土
岐
茂
「
中
国
の
『
三
反
』
・



（
8
）

（
9
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
1
9
）

　
中
国
に
お
け
る
国
有
化

『
五
反
』
運
動
に
み
ら
れ
る
矛
盾
と
法
」
『
法
研
論
集
』
一
〇
号
九
三
頁
以
下
。

　
『
中
央
人
民
政
府
法
令
彙
編
』
（
一
九
五
四
年
）
六
五
頁
以
下
。

　
『
中
華
人
民
共
和
国
法
規
彙
編
』
三
巻
二
八
二
頁
以
下
。

　
醇
暮
橋
・
林
子
力
・
蘇
星
共
著
『
中
国
国
民
経
済
の
社
会
主
義
的
改
造
』
二
三
九
頁
参
照
。

　
工
商
界
右
派
分
子
た
ち
は
、
①
資
本
主
義
か
ら
有
益
な
も
の
を
吸
収
す
る
、
ω
公
私
合
営
企
業
に
お
い
て
、
公
私
の
、
階
級
関
係
で
は
な
く

協
力
関
係
が
主
で
あ
る
、
③
定
息
は
搾
取
で
は
な
く
不
労
所
得
で
あ
る
、
④
買
戻
し
政
策
の
開
始
の
時
期
は
一
九
五
五
年
で
あ
る
、
⑤
政
府

が
、
工
商
企
業
改
造
買
戻
し
預
金
証
書
二
二
億
元
を
発
行
し
、
株
式
な
い
し
共
同
協
約
書
を
回
収
し
て
資
本
家
と
企
業
の
関
係
を
切
り
は
な

す
、
の
諸
点
を
主
張
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
労
資
間
に
階
級
闘
争
が
存
在
し
、
資
本
家
が
な
お
も
二
面
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
詳
し

く
は
西
村
「
中
国
民
族
資
本
の
保
護
育
成
と
社
会
主
義
的
改
造
」
七
七
－
八
一
頁
参
照
。

　
茜
沐
・
砧
周
「
関
於
全
行
業
公
私
合
営
后
資
本
家
生
産
資
料
所
有
権
的
討
論
」
『
政
法
研
究
』
　
一
九
五
七
年
二
期
四
五
頁
以
下
。

　
曹
悉
「
関
於
岸
定
息
”
在
法
律
上
的
性
質
問
題
的
意
見
」
『
政
法
研
究
』
一
九
五
七
年
四
期
三
七
頁
以
下
。

　
『
中
華
人
民
共
和
国
民
法
基
本
問
題
』
一
七
〇
頁
。

　
丁
毅
之
・
卓
捧
「
対
全
行
業
公
私
合
営
以
后
資
本
家
生
産
資
料
所
有
権
問
題
的
商
確
」
『
政
法
研
究
』
一
九
五
六
年
二
期
三
七
頁
以
下
。

　
張
敬
「
如
何
正
確
地
認
識
全
行
業
公
私
合
営
后
的
資
本
家
生
産
資
料
和
其
他
資
本
所
有
権
」
『
政
法
研
究
』
一
九
五
六
年
四
期
三
九
頁
以
下
。

　
『
中
華
人
民
共
和
国
民
法
基
本
問
題
』
　
一
六
四
－
五
頁
、
高
橋
・
浅
井
共
訳
『
中
華
人
民
共
和
国
憲
法
講
義
』
一
七
五
－
六
頁
、
唐
慧
敏

「
関
於
我
国
過
渡
時
期
的
公
民
合
法
収
入
」
『
政
法
研
究
』
一
九
五
六
年
六
期
四
四
頁
以
下
参
照
。

　
関
懐
「
論
我
国
公
民
的
個
人
所
有
権
」
『
政
法
研
究
』
一
九
六
二
年
三
期
一
七
頁
以
下
。

　
皮
純
協
「
対
我
国
公
民
個
人
所
有
権
問
題
的
一
些
看
法
」
『
政
法
研
究
』
一
九
六
三
年
一
期
二
九
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

（
2
0
）
　
な
お
、
定
息
支
払
期
間
は
、
当
初
、
一
九
五
六
年
一
月
か
ら
起
算
し
て
七
年
間
と
し
、
そ
の
後
一
九
六
三
年
以
降
延
長
す
る
こ
と
に
な
っ
て

　
　
い
た
。
そ
し
て
、
プ
冒
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
の
さ
な
か
に
定
息
支
払
い
の
打
切
り
が
決
定
さ
れ
た
（
『
北
京
周
報
』
一
九
七
六
年
三
一
号
一

　
　
九
頁
）
。
　
こ
の
措
置
に
関
連
し
て
、
注
目
す
べ
き
決
定
が
、
　
一
九
七
九
年
一
月
二
二
日
ー
二
四
日
の
中
共
中
央
統
一
戦
線
工
作
部
座
談
会
に
お

　
　
い
て
説
明
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
文
化
大
革
中
に
、
多
く
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
商
工
業
者
の
銀
行
預
金
、
公
債
、
金
・

　
　
銀
そ
の
他
の
財
産
が
差
し
押
え
ら
れ
た
。
差
し
押
え
ら
れ
た
預
金
の
ほ
と
ん
ど
は
、
文
化
大
革
命
以
前
に
、
国
が
既
定
の
買
取
り
政
策
に
も
と

　
　
づ
い
て
支
払
っ
た
定
額
利
子
で
あ
り
、
そ
の
他
の
差
押
え
財
産
の
多
く
も
生
活
手
段
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ

　
　
れ
て
い
る
合
法
的
な
収
入
、
個
人
資
産
で
あ
る
。
今
回
中
央
は
、
差
し
押
え
ら
れ
た
預
金
は
、
そ
の
金
額
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
凍
結

　
　
を
解
除
し
、
一
度
に
返
還
す
る
と
と
も
に
、
銀
行
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
利
子
を
支
払
い
、
本
人
が
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
配
偶

　
　
者
に
返
還
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
そ
の
他
の
財
産
も
も
ち
ろ
ん
、
早
期
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
差
し
押
え
た
も
の
を
着
服
し
た

　
　
り
、
盗
ん
だ
り
し
た
も
の
が
い
た
ら
、
情
状
の
軽
重
に
も
と
づ
き
厳
し
く
処
理
す
べ
ぎ
で
あ
る
。
」
こ
の
決
定
は
そ
の
他
、
賃
金
、
個
人
住
宅

　
　
、
ポ
ス
ト
、
労
働
競
争
と
評
定
活
動
へ
の
参
加
、
生
活
福
利
待
遇
、
一
九
六
六
年
九
月
に
終
了
し
た
定
額
利
子
の
未
受
領
部
分
の
支
払
い
、
子

　
　
弟
に
対
す
る
配
慮
の
諸
問
題
に
及
ん
で
い
る
（
『
北
京
周
報
』
一
九
七
九
年
七
号
一
一
頁
以
下
参
照
）
。

む

す

び

人
民
権
力
に
よ
る
資
本
主
義
的
要
素
の
国
有
化
過
程
は
、

の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
〈
官
僚
資
本
〉

資
本
の
種
類
に
よ
っ
て
期
間
・
方
法
等
に
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
次



　
①
　
監
督
・
取
締
り
（
一
九
四
五
年
四
月
～
一
九
四
七
年
一
〇
月
）

　
②
　
無
償
・
非
平
和
的
の
没
収
（
一
九
四
七
年
一
〇
月
～
一
九
四
九
年
）

　
〈
外
国
資
本
V

　
ω
　
外
国
資
本
一
般
の
没
収
↓
日
独
伊
資
本
の
没
収
（
一
九
二
〇
年
代
後
半
～
一
九
四
五
年
八
月
）

　
②
　
外
資
導
入
政
策
と
特
権
の
廃
止
（
一
九
四
六
年
四
月
～
一
九
五
〇
年
六
月
）

亀
⑥
　
管
制
、
凍
結
、
譲
渡
、
徴
用
、
代
行
管
理
を
通
ず
る
米
英
仏
系
資
本
の
国
有
化
（
一
九
五
〇
年
二
一
月
～
一
九
五
二
年
四
月
）

　
〈
民
族
資
本
V

　
ω
　
制
限
↓
保
護
育
成
（
一
九
二
〇
年
代
末
～
一
九
四
九
年
九
月
）

　
②
　
国
家
資
本
主
義
形
態
に
よ
る
平
和
的
な
利
用
・
制
限
・
改
造
（
一
九
四
九
年
一
〇
月
～
一
九
五
八
年
）

　
（
時
期
に
つ
い
て
は
、
重
な
る
期
間
も
あ
り
、
ま
た
必
ず
し
も
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
）

　
こ
う
し
た
国
有
化
は
、
中
国
を
「
半
封
建
・
半
植
民
地
社
会
」
か
ら
新
民
主
主
義
社
会
、
社
会
主
義
社
会
へ
の
道
を
切
り
ひ
ら
く
上
で

重
要
な
位
置
を
占
め
、
社
会
主
義
の
物
質
的
基
礎
の
確
立
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
中
国
の
国
有
化
問
題
は
、
基
本
的
に
は
歴
史
的
経
験
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
「
共
産
主
義
革
命
は
、
伝
来
の
所
有
関
係
と
の
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
も
根
本
的
な
断
絶
で
あ
る
」
と
す
る
、
所
有
を
め
ぐ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
古
典
的
命
題
と
の
関
係
で
こ
れ
を
み
る
と
、
そ
の
実
現
過
程

は
柔
軟
で
複
雑
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
第
一
に
、
官
僚
資
本
と
民
族
資
本
の
関
係
に
お
い
て
、
「
当
時
、
い
ち
ぶ
の
私
営
企
業
の
な
か
に
は
官
僚
資
本
、
敵
国

　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
中
国
に
お
け
る
国
有
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

の
財
産
あ
る
い
は
カ
イ
ラ
イ
政
権
の
財
産
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
資
本
あ
る
い
は
財
産
は
国
有
に
う
つ
さ
れ
た
の
ち
政
府
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

持
株
と
な
り
、
そ
の
企
業
も
ま
た
私
営
企
業
か
ら
公
私
共
営
企
業
に
か
わ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
、
外
国
資
本
に
対
す
る
導
入
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

策
を
と
り
、
全
国
解
放
後
も
存
続
さ
せ
て
そ
の
管
理
・
技
術
を
習
得
す
る
必
要
性
の
あ
っ
た
こ
と
、
第
三
に
、
民
族
資
本
に
つ
い
て
は
比

較
的
長
期
に
わ
た
る
平
和
的
改
造
の
政
策
を
と
っ
た
こ
と
ー
以
上
の
諸
点
に
み
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
経
験
は
、
中
国
の
お
か
れ
た
国
内
的
・
国
際
的
の
政
治
的
・
経
済
的
条
件
に
規
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
隣
国
の

ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
国
有
化
、
発
展
途
上
国
の
経
済
的
主
権
の
確
立
、
民
族
資
源
保
護
の
主
張
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
注
（
1
）
　
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
『
共
産
党
宣
言
』
国
民
文
庫
、
五
四
頁
。

　
　
（
2
）
　
醇
暮
橋
・
蘇
星
・
林
子
力
共
著
『
中
国
国
民
経
済
の
社
会
主
義
的
改
造
』
二
二
三
頁
。

　
　
（
3
）
　
こ
の
外
資
導
入
政
策
と
「
中
外
合
資
経
営
企
業
法
」
（
一
九
七
九
年
七
月
八
日
）
と
の
相
互
関
連
性
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　
　
（
4
）
　
国
有
化
の
今
日
的
間
題
点
お
よ
び
比
較
研
究
に
つ
い
て
は
、
儀
我
壮
一
郎
「
資
本
主
義
企
業
の
社
会
主
義
企
業
へ
の
移
行
過
程
の
諸
問
題
」

　
　
　
　
　
『
現
代
経
営
学
と
株
式
会
社
』
五
三
四
頁
以
下
を
参
照
。

〔
本
研
究
は
、
文
部
省
科
学
研
究
費
の
助
成
に
よ
り
行
な
わ
れ
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
〕


